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井上 修

医学部感染症学講座
附属病院感染制御部

With コロナ時代の感染対策
各校の取り組み状況
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20歳未満の陽性報告が多い
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■実践項目■

7

実践項目 具体的手順（例）
実践できたか結果を
「実践結果入力シート」

に入力

1
児童・生徒が手指衛生を
適切に実施できているか
確認する。

■正しい手洗い方法のイラストや動画を児童・生徒に見せ、知識の習得を促す。
使用可能なイラストや動画は厚生労働省HPに掲載されています。
「厚生労働省」HPの中で「正しい手洗い」で検索可能。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

■正しい手洗い方法のイラストを手洗い場の壁に掲示し、常に目に入るようにする。
■手洗い講習を行い、正しい方法の指導をおこなう。

・できた
・まあまあできた
・あまりできなかった
・できなかった

２

児童・生徒が嘔吐した場合
の対処方法を手順化し、
すぐに使用できるよう清掃
物品を準備する。

■吐物処理手順書を基に清掃物品を用意し、一ヶ所にまとめ、すぐに使用できる
ように準備する。本資料P.46、47参照

■吐物処理手順書を基に職員間で訓練をおこない、実際に処理が必要な際に
すぐに対応ができるよう備える。

■吐物の中にはウイルスなどが含まれている。安全に注意して処理をおこなえて
いるか、他の者が見て評価する。

・できた
・まあまあできた
・あまりできなかった
・できなかった

３
マスクの着用について、
校内で着用が必要な場面を
検討する。

■校内でマスクの着用について必要な場面を検討する。
文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア
ル」2023.4.1 Ver.9～ P.36～38「密接の場面への対応（マスクの着用）」参照。
掲示紙は「厚生労働省」HPの中で「マスクの着用について」で検索可能。
マスクの着用について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・できた
・まあまあできた
・あまりできなかった
・できなかった

４
出席停止後に登校を再開す
る際、提出する書類につい
て内容を検討する。

■文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア
ル」2023.4.1 Ver.9～ P.56・57「感染者や濃厚接触者等の出席停止」参照。
「感染者や濃厚接触者であった教職員や児童生徒等が学校に出勤、登校するに当た
り、学校に陰性証明書等を提出する必要はなく、医療機関等が発行する検査結果や
治癒の証明書を求めることのないようにしてください。」

■【参考】都留市立東桂中学校「インフルエンザによる出席停止報告書」次ページ

・できた
・まあまあできた
・あまりできなかった
・できなかった

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html








都留文科大学附属小学校 手洗い実習の取り組み 養護教諭 杉本 菜月 先生より

【実践項目１】児童・生徒が手指衛生を適切に実施できているか確認する

都留文科大学附属小学校は各学年１クラスの小規模校。
学活などの時間を１コマもらい、各学年ごとに手洗い実習をおこなった。（令和４年度・５年度）
必要な用具は「花王ビオレ」の無料提供に応募したところ当選し、揃えることができたため経費は
かからなかった。

①

①感染ルート、手洗いの大切さ、いつ手洗いをしたらよいかのタイミングについて説明。
②杉本先生がおこなった手洗い実験を写真で紹介。（下記）
③花王ビオレの「あわあわ手洗いのうた」は、ふだんから校内放送で流している。音楽に合わせて手洗い
を実践。
④ブラックライトで手洗いチェッカー液の洗い残しを確認。
⑤「ワークシート」（これも提供があったもの）に洗い残した部分を記入し、これから手洗いで注意する
ところを確認。
指導内容や児童の様子は「ほけん便り」に掲載し、保護者にも伝えた。

実習の流れ



花王ビオレより３台のブラックライトの提供を受けた。 「あわあわ手洗いのうた」に合わせて手洗い中。

②

都留文科大学附属小学校 手洗い実習の取り組み 養護教諭 杉本 菜月 先生より

【実践項目１】児童・生徒が手指衛生を適切に実施できているか確認する



「ワークシート」にどの部分が落ちていなかったか
記載する。

箱の中に手を入れて、チェッカー液がキレイに
落ちているか確認。

③

ワークシート

都留文科大学附属小学校 手洗い実習の取り組み 養護教諭 杉本 菜月 先生より

【実践項目１】児童・生徒が手指衛生を適切に実施できているか確認する



令和４年度は花王ビオレ提供の「ワークシート」を使用。 令和５年度は杉本先生が「ワークシート」を作成。

④

都留文科大学附属小学校 手洗い実習の取り組み 養護教諭 杉本 菜月 先生より

【実践項目１】児童・生徒が手指衛生を適切に実施できているか確認する







①

「既存の嘔吐処理バケツの改良をした。
バケツに写真をつけ、今まで中に入れ
ていた手順をバケツの外側にも貼った。」

嘔吐処理バケツ

【実践項目２】児童・生徒が嘔吐した場合の対処方法を手順化し、すぐに使用できるよう
清掃物品を準備する

富士河口湖町立小立小学校 養護教諭 須田 玲奈 先生より

中に入っている
物品の写真

ラミネート加工した
手順書



②
【実践項目２】児童・生徒が嘔吐した場合の対処方法を手順化し、すぐに使用できるよう

清掃物品を準備する

富士河口湖町立小立小学校 養護教諭 須田 玲奈 先生より

中に入っている物品 手順書

手袋・ヘアキャップ・マスク・ガウン・
シューズカバー
凝固剤・ちり取りセット・泡ハイター
拭き取り用の紙・ゴミ袋・嘔吐袋







富士吉田市立吉田小学校 教頭 小俣 善美 先生より

【実践項目３】マスクの着用場面について、校内で着用が必要な場面を検討する ①

■教職員が率先してマスク着脱の場面を検討してマスクの
脱着をおこなうことで、児童の見本となる。

■給食の配膳時は、コロナ禍以前もマナーとしてマスクを
着用していたため、現在も「マスクを着用しよう」と指
導している。

■体育の際は「マスクをはずして机にしまおう」と呼び掛
けている。

■マスクを落としてしまった時のために「ランドセルには
予備のマスクを入れておこう」と呼び掛けている。



②【実践項目３】マスクの着用場面について、校内で着用が必要な場面を検討する

北杜市立明野中学校 養護教諭 松橋 鈴香 先生より

前回の感染症対策研修のあと、研修内容を活かした「保健だより」を作成され、
ご家庭に配布されたそうです。

おもて うら







都留市立東桂中学校 養護教諭 渡邉 真衣 先生より

【実践項目４】出席停止後に登校を再開する際、提出する書類について内容を検討する ①

前回の感染症対策研修の際に、
東桂中学校で使用されていた
「インフルエンザによる出席停止報告書」
の書式を皆さんにご紹介させていただき
ました。
５類移行に伴い、新型コロナウイルス用
として新たな書式を都留市内の養護教諭
の先生方が集まって検討、作成されたそ
うです。

前回ご紹介した「インフルエンザ出席停止報告書」



【新型コロナウイルス感染症による出席停止報告書】 【インフルエンザによる出席停止報告書】

②

都留市立東桂中学校 養護教諭 渡邉 真衣 先生より

【実践項目４】出席停止後に登校を再開する際、提出する書類について内容を検討する
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【５類移行後、現在困っている事】①

「同居家族が陽性の場合、体調良好な児童を学校へ登校させて
よいかと電話相談があった時に戸惑った。これまでは濃厚接触者
扱いで迷わず欠席してもらっていたが、それがなくなってしまい
判断に迷うことが多かった。」

南アルプス市立櫛形北小学校 養護教諭 名取 女久美 先生 など多数の先生から同様の記載を
いただきました。

甲府市立北新小学校 養護教諭 池田 佳織 先生

「家族の中に陽性者がいた場合。家の中で感染対策をとること。
朝、丁寧に健康観察をおこない健康であれば登校してよいこと。
症状があった場合は早退することを伝えた。欠席する場合は、
【学校の指示による出席停止】とするが、休むかの判断は家庭に
ゆだねる対応を取った。」



【５類移行後、現在困っている事】②

「咳が続く場合、登校してよいかの相談を受け悩んだ。」

山梨県立農林高等学校 養護教諭 貝沼 彩美 先生



南アルプス市立芦安小学校 養護教諭 長谷部 裕紀子 先生より

【５類移行後、現在困っている事】③

「給食の体制について。
まだ前向き給食ですが、こどもたちは
班体制にしたい子も出てきている。」
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罹患後にみられる症状で

罹患後3ヶ月経った時点で
少なくとも2ヶ月以上
何らかの症状･不調が遷延しているもの

他の疾患による症状として説明できないもの

WHO



1. COVID-19 であることが検査によって確定診断された後に継続して
又は新たに出現。

2. 身体的，精神的，又は社会的な健康に影響を与える。

3. 日常生活に何らか形で支障を来す(例えば，学校，仕事，家庭，人

間関係など) 

4. COVID-19 の診断がついてから最低 12 週間持続する(その間，症状

の変動があっても 良い) 

17歳未満では

罹患者と非罹患者で､嗅覚障害以外に症状に有意な差がないとの研究もある
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Ａさん（15歳）の例
2022年9月に罹患
療養後も倦怠感、頭痛、動悸や眩暈が遷延
朝起きられない → 登校できず

Ｂさん（16歳）の例
2022年8月に罹患
療養後も倦怠感、頭痛、体動時の呼吸困難感
学校生活が苦痛 → 登校できず

Ｃさん（16歳）の例
2022年12月に罹患
療養後も倦怠感、悪心、不眠
朝起きられない、部活が今まで通りできない
学校生活が苦痛 → 登校できず

Ｄさん（18歳）の例
2022年7月に罹患
療養後も倦怠感、午後になると頭痛
部活が今まで通りできない
学校生活が苦痛 → 登校できず

Ａさん（15歳）の例
漢方
総合診療部と精神科で併診
慢性疲労症候群を念頭に置いて外来管理中

Ｂさん（16歳）の例
漢方
休部して体力回復に努める
勉強にも集中できるようになった
小テストにも合格できるようになった
→罹患後8ヶ月時点で軽快

Ｃさん（16歳）の例
漢方
休部して体力回復に努める､診断書
夜間にスマホを使わない指導
睡眠時間と勉強時間の確保を最優先にした生活
→罹患後3ヶ月時点で軽快

Ｄさん（18歳）の例
漢方
休部して体力回復に努める､診断書
睡眠時間の確保
→罹患後3ヶ月時点で軽快



慢性疲労症候群

診察や検査では明らかな異常が認められない状況下で、
日常生活が遅れないほどの疲労感が長時間続く状態

• 何かのストレスをきっかけに､突然発症する
• 発症前はふつうに生活できていたが、発症後は朝から強い疲労感を自覚
• 疲労感は睡眠では改善しない
• 労作後に増悪
• 睡眠障害を伴う（熟睡できない、または過眠）
• 起立不耐症

免疫状態の異常、ミトコンドリアの異常、神経系の炎症？



どのように接してゆくべきか

1. 「怠けているわけではない」を認識
2. 運動を強いない（症状悪化の危険）
3. 部活動や体育授業は本人の疲労度に合

わせてお休み・参加・見学
4. 夜間の睡眠時間を確保させる
5. 別疾患の可能性もあるので、学校医や

近医かかりつけ医への相談を勧める
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参考資料



項目 現在 ５類移行後（５/８以降）

１ 感染対策
法律に基づき行政が様々な
要請・関与をおこなう

個人の選択を尊重
事業者においても各事業者の判断､自主的な取り組みに委ねられる

２ マスク着用
個人の判断
一定の場合にはマスク着用を推奨。
※３ページ目参照

基本は個人の判断
感染者に対しては、発症翌日から１０日間はマスクの
着用を推奨する
一定の場合のマスク着用推奨は継続。

３ 出席停止期間 原則として発症後７日間

発症から５日間が経過し、かつ症状軽快後１日を経過
するまで
季節性インフルエンザは、発症後5日かつ解熱後２日経過するまで。
（学校保健安全法に基づく）

４ 濃厚接触者の特定 おこなう おこなわない

５ 感染者数の把握 全数把握（連日公表） 定点調査（毎週1回程度の公表）

６
感染者や
濃厚接触者への
外出自粛

要請できる

外出自粛は求めない
外出を控えることが推奨される期間
・発症日を０日目として５日間は外出を控えることが推奨される。
・５日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛
みなどの症状が軽快して２４時間が経過するまでは、外出を控
えることが推奨される。

変更点① 令和５年４月1４日現在

54



項目 現在 ５類移行後（５/８以降）

７ 医療費の自己負担 なし
段階的に増加
急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己
負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続。

８ 検査費用 自己負担分の公費支援 自己負担
高齢者施設等のクラスター対策は支援継続。

９ ワクチン接種費用 自己負担なし

令和５年度は、対象者は継続して自己負担なし
秋冬に５才以上のすべての者を対象に接種を行い、高齢者
等重症化リスクが高い者等には、春夏にも追加で接種を
行うとともに、引き続き自己負担なく受けられるようにする。

10 受け入れ医療機関 発熱外来などに限定 どちらの施設へも受診可能
幅広い医療機関へ受診できる医療体制に向けて、段階的に移行。

11 宿泊療養施設 隔離のための宿泊療養 終了

12 相談窓口機能 地方自治体の受診相談窓口 受診相談窓口は継続
フォローアップセンターや行政による健康観察は終了。

変更点② 令和５年４月1４日現在
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インフルエンザと同等の扱いになる

1． 感染症法に基づく外出制限や就業制限がなくなる

位置づけ変更後の新型コロナに罹患した医療従事者の
就業制限解除の考え方について

（ 医療機関・ 医療従事者向けのリ ーフ レ ッ ト ）

令和５ 年５ 月８ 日以降、 新型コロナ患者は、 法律に基づく 外出自粛は
求められません。 外出を控えるかどう かは、 個人の判断に委ねられます
以下の情報を参考にして、 各医療機関において新型コロナウイルスに
罹患した医療従事者の就業制限を考慮してく ださい

学校保健安全法施行規則（平成27年一部改正）
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」をインフル
エンザによる出席停止期間としている

国公立大学附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイド ライン2018年版
インフルエンザに罹患した医療従事者は就業制限を考慮する。特にハイリスク患者への接触は避けるべき
である

インフルエンザ施設内感染予防の手引き（平成25年11月改訂）
インフルエンザ様症状を呈した場合には、症状が改善するまで就業を控えることも検討する

現行のインフルエンザの就業制限等の考え方

◼ 位置づけ変更後の新型コロナ患者の療養の考え方（ 参考）

• 発症後５日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは
外出を控えることが推奨されます（※１）

• 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう
配慮をお願いします

◼ 濃厚接触者の考え方（ 参考）
令和５年５月８日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく
外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、
ご自身の体調に注意してください（※２）

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします。
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります。

行政検査については事務連絡をご確認ください

有症状者における感染性ウイルス量（ TCI D50/ mL） の推移

出典：令和５年４月５日 第120回アドバ
イザリーボード資料３－８

発症後のウイルス排出量の推移を分析したと
ころ、６ 日目（ 発症日を０ 日目として５ 日間
経過後） 前後の平均的なウイルス排出量は発
症日の２ ０ 分の１ ～５ ０ 分の１ （注）となり、
検出限界値に近づく

（注）発症後５日～７日目のウイルス量

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります

行政検査については事務連絡をご確認ください

位置づけ変更後の新型コロナに罹患した医療従事者の
就業制限解除の考え方について

（ 医療機関・ 医療従事者向けのリ ーフ レ ッ ト ）

令和５ 年５ 月８ 日以降、 新型コロナ患者は、 法律に基づく 外出自粛は
求められません。 外出を控えるかどう かは、 個人の判断に委ねられます
以下の情報を参考にして、 各医療機関において新型コロナウイルスに
罹患した医療従事者の就業制限を考慮してく ださい

学校保健安全法施行規則（平成27年一部改正）
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」をインフル
エンザによる出席停止期間としている

国公立大学附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイド ライン2018年版
インフルエンザに罹患した医療従事者は就業制限を考慮する。特にハイリスク患者への接触は避けるべき
である

インフルエンザ施設内感染予防の手引き（平成25年11月改訂）
インフルエンザ様症状を呈した場合には、症状が改善するまで就業を控えることも検討する

現行のインフルエンザの就業制限等の考え方

◼ 位置づけ変更後の新型コロナ患者の療養の考え方（ 参考）

• 発症後５日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは
外出を控えることが推奨されます（※１）

• 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう
配慮をお願いします

◼ 濃厚接触者の考え方（ 参考）
令和５年５月８日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく
外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、
ご自身の体調に注意してください（※２）

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします。
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります。

行政検査については事務連絡をご確認ください

有症状者における感染性ウイルス量（ TCI D50/ mL） の推移

出典：令和５年４月５日 第120回アドバ
イザリーボード資料３－８

発症後のウイルス排出量の推移を分析したと
ころ、６ 日目（ 発症日を０ 日目として５ 日間
経過後） 前後の平均的なウイルス排出量は発
症日の２ ０ 分の１ ～５ ０ 分の１ （注）となり、
検出限界値に近づく

（注）発症後５日～７日目のウイルス量

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります

行政検査については事務連絡をご確認ください
発症後の就業や登校に関するルールは別に規定される

「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」



位置づけ変更後の新型コロナに罹患した医療従事者の
就業制限解除の考え方について

（ 医療機関・ 医療従事者向けのリ ーフ レ ッ ト ）

令和５ 年５ 月８ 日以降、 新型コロナ患者は、 法律に基づく 外出自粛は
求められません。 外出を控えるかどう かは、 個人の判断に委ねられます
以下の情報を参考にして、 各医療機関において新型コロナウイルスに
罹患した医療従事者の就業制限を考慮してく ださい

学校保健安全法施行規則（平成27年一部改正）
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」をインフル
エンザによる出席停止期間としている

国公立大学附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイド ライン2018年版
インフルエンザに罹患した医療従事者は就業制限を考慮する。特にハイリスク患者への接触は避けるべき
である

インフルエンザ施設内感染予防の手引き（平成25年11月改訂）
インフルエンザ様症状を呈した場合には、症状が改善するまで就業を控えることも検討する

現行のインフルエンザの就業制限等の考え方

◼ 位置づけ変更後の新型コロナ患者の療養の考え方（ 参考）

• 発症後５日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは
外出を控えることが推奨されます（※１）

• 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう
配慮をお願いします

◼ 濃厚接触者の考え方（ 参考）
令和５年５月８日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく
外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、
ご自身の体調に注意してください（※２）

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします。
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります。

行政検査については事務連絡をご確認ください

有症状者における感染性ウイルス量（ TCI D50/ mL） の推移

出典：令和５年４月５日 第120回アドバ
イザリーボード資料３－８

発症後のウイルス排出量の推移を分析したと
ころ、６ 日目（ 発症日を０ 日目として５ 日間
経過後） 前後の平均的なウイルス排出量は発
症日の２ ０ 分の１ ～５ ０ 分の１ （注）となり、
検出限界値に近づく

（注）発症後５日～７日目のウイルス量

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります

行政検査については事務連絡をご確認ください

インフルエンザと同等の扱いになる

学校における衛生管理マニュアル2023.4.1版



新型コロナウイルス感染症の症状



発症後の就業や登校に関するルールは別に規定される

発症後5日経過、かつ症状軽快後24時間以上経過の後、登校再開

インフルエンザと同等の扱いになる

学校における衛生管理マニュアル2023.4.1版

学校保健安全法の施行規則が改訂



位置づけ変更後の新型コロナに罹患した医療従事者の
就業制限解除の考え方について

（ 医療機関・ 医療従事者向けのリ ーフ レ ッ ト ）

令和５ 年５ 月８ 日以降、 新型コロナ患者は、 法律に基づく 外出自粛は
求められません。 外出を控えるかどう かは、 個人の判断に委ねられます
以下の情報を参考にして、 各医療機関において新型コロナウイルスに
罹患した医療従事者の就業制限を考慮してく ださい

学校保健安全法施行規則（平成27年一部改正）
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては、3日）を経過するまで」をインフル
エンザによる出席停止期間としている

国公立大学附属病院感染対策協議会病院感染対策ガイド ライン2018年版
インフルエンザに罹患した医療従事者は就業制限を考慮する。特にハイリスク患者への接触は避けるべき
である

インフルエンザ施設内感染予防の手引き（平成25年11月改訂）
インフルエンザ様症状を呈した場合には、症状が改善するまで就業を控えることも検討する

現行のインフルエンザの就業制限等の考え方

◼ 位置づけ変更後の新型コロナ患者の療養の考え方（ 参考）

• 発症後５日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは
外出を控えることが推奨されます（※１）

• 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう
配慮をお願いします

◼ 濃厚接触者の考え方（ 参考）
令和５年５月８日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく
外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、
ご自身の体調に注意してください（※２）

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします。
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります。

行政検査については事務連絡をご確認ください

有症状者における感染性ウイルス量（ TCI D50/ mL） の推移

出典：令和５年４月５日 第120回アドバ
イザリーボード資料３－８

発症後のウイルス排出量の推移を分析したと
ころ、６ 日目（ 発症日を０ 日目として５ 日間
経過後） 前後の平均的なウイルス排出量は発
症日の２ ０ 分の１ ～５ ０ 分の１ （注）となり、
検出限界値に近づく

（注）発症後５日～７日目のウイルス量

（※１）発症日を０日目とします。無症状の場合は検体採取日を０日目とします
（※２）医療機関内で陽性者が発生した場合には、周囲の方の検査を行政検査として受けられる場合があります

行政検査については事務連絡をご確認ください

学校における衛生管理マニュアル2023.4.1版

濃厚接触者の就業や登校に関するルールも別に規定される



インフルエンザと同等の扱いになる

2． マスクを着用する場面が各自の判断に委ねられる

→ 咳エチケットの指導が重要

マスクの着用を求めることをしない



私はマスク着ける派。
もう慣れちゃったから
今さらはずして顔を

見られるのは恥ずかしい。

私は着けたりはずしたり、
その時に応じてどうするか

決めてるよ。
通学の電車の中では
着けているけど、電車を
おりたらはずしちゃう。

僕はもうマスクは
つけたくない。
マスクがあると
息苦しいから。

マスクの着用は個人の判断

不安なときはマスク
咳が出るときはマスク
お年寄りと会うとき､病院に行くときはマスク
人混みに行くときはマスクも持って行く
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外を一人で歩いているときはマスク不要



インフルエンザと同等の扱いになる

2． マスクを着用する場面が各自の判断に委ねられる



①エアロゾル･飛沫対策 →換気、大声の発声をひかえる､マスク

②密集密接対策 →人数、児童生徒の距離を調整（特に歌唱の場面）、マスク

③接触 →適切なタイミングで手指衛生（調理実習や昼食時）

エアロゾル

エアロゾル､接触

エアロゾル

密集密接、接触

エアロゾル､接触

密集密接､接触



CO2モニターが換気状態の目安になります

1,000ppm以下 （できれば800ppm以下）



日本小児科学会はワクチン接種を推奨しています

感染予防効果 31％～59％
入院予防効果 68％～94％
小児多系統炎症性症候群
の発症予防効果 90％

COVID-19罹患後の心筋炎0.146％
ワクチン接種後の心筋炎0.010％
非罹患者の心筋炎発症 0.009％



鉄 5日間
アルミニウム 8時間
その他の金属 5日間
木 4日間
紙 5日間
ガラス 5日間
プラスチック 6日間（～9日間）

付着した飛沫にも感染性 = 接触感染


